
 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ宇都宮駅西口駅前広場橋梁等詳細設計者 

選定プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市都市整備部市街地整備課 

令和８年５月 
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１ 業務概要 

⑴ 業務名 

ＪＲ宇都宮駅西口駅前広場橋梁等詳細設計業務 

⑵ 業務内容 

   別紙仕様書のとおり 

 ⑶ 選定方法 

   地方自治法施行令第１７６条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約 

 を前提とした公募型プロポーザル方式により，本件に係る審査委員会を設 

置して提案内容の評価を行い，随意契約の候補者を選定する。 

 ⑷ 公募方法 

   宇都宮市ホームページ（https://www.city.utsunomiya.lg.jp/）に実施 

要領等を掲載し，提案を公募する。 

⑸ 履行期間 

契約日 ～ 令和９年３月１０日 

⑹ 見積上限額 

２４１，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は，予定価格を示すものではなく，本業務の規模を示すため，

参考として示すためのものである。 

※この金額を越えて見積書が提出された場合は『失格』とし，提出書類等

の評価は行わない。 

 

２ 事務局 

  宇都宮市役所 都市整備部 市街地整備課 駅周辺整備グループ 

  〒３２０－８５４０ 栃木県宇都宮市旭１丁目１番５号 

  ＴＥＬ：０２８（６３２）５２６９ 

  ＦＡＸ：０２８（６３２）５４２１ 

  E-mail：u1212@city.utsunomiya.tochigi.jp 

 

３ 参加資格 

本件プロポーザルに参加するものは，以下の要件をすべて満たす事業者と 

する。 

⑴ 事業者の要件について 

①  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定 

に該当しない者であること。 

②  本市の入札参加有資格者名簿（土木関係建設コンサルタント業務）に 

登録されており，入札参加停止措置期間中でないこと。 

③  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申 

し立てがなされていない者，または民事再生法（平成１１年法律第２２ 

５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。 

ただし，手続開始の決定後，宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/
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認定を受けた者は除く。 

④  国税及び地方税に滞納がないこと。 

⑤  宇都宮市暴力団排除条例（平成２３年宇都宮市条例第３７号）第２条

に定める暴力団，暴団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関

係を有する者でないこと。 

⑥  本市の入札参加有資格者名簿に登録されていること。または，契約締

結までに登録予定であること。 

 

⑵ 設計共同体の結成要件及び構成員の要件について 

①  構成員数は２者以上であること。 

②  構成員として市内に本店を有する１者以上を含むこと。 

③  全ての構成員が，本市の入札参加有資格者名簿（土木関係コンサルタ

ント業務）に登録されており，入札参加停止措置期間中でないこと。 

④  全ての構成員が，関東地区内に本店又は営業所を有すること。 

⑤  全ての構成員が，技術士又はＲＣＣＭを有すること。 

⑥  全ての構成員が，均等割の１０分の６以上の整数の出資比率であるこ

と。 

 

⑶ 代表構成員の要件について 

①  出資比率は構成員中最大であること。 

②  軌道施設に係る設計業務実績があること。 

③  技術士又はＲＣＣＭを２名以上有し，そのうち１名は軌道施設に係る

設計業務実績において，業務主任技術者又は照査技術者の立場で実績を

有すること。 

 

⑷ 配置予定技術者の要件について 

 ア 業務主任技術者について 

① 設計共同体につき１名とし，代表構成員に所属していること。 

② 照査技術者と兼任しないこと。 

③ 技術士又はＲＣＣＭの資格を有していること。 

④ 軌道施設に係る設計業務において，業務主任技術者又は照査技術者 

の立場で実績を有していること。 

 イ 照査技術者について 

① 全ての構成員から，各１名とすること。 

② 業務主任技術者と兼任しないこと。 

③ 技術士又はＲＣＣＭの資格を有していること。 

 

 

 

 



 ３ 

４ 業務実績報告書の作成及び記載上の留意事項 

⑴ 業務実績報告書の作成方法 

業務実績報告書の様式は別添（様式７）に示すとおりである。 

様式の大きさは，Ａ４判に限定するが，文字や枠などの大きさ・書体は，

Ａ４判の中に収まる範囲（用紙外側から１ｃｍ以上の空白を確保すること。）

で調整してよい。また，様式中の※印の注意項目は，消去してよい。 

⑵ 記入要領および注意事項 

代表構成員の軌道施設に係る設計業務実績のうち，主たる１業務について，

その設計内容をＡ４判１枚以内に簡潔に記述する。 

この際に提出者を特定することができる法人名等の内容（一般的に通用し

ている社章，ロゴマーク等を含む。）を記載してはならない。 

記載した業務については，契約書の写しを提出すること。 

⑶ 業務実績報告書の無効 

この実施要領及び別添の様式に示された条件に適合しない業務実績報告

書は無効とする。 

５ 業務実施方針書の作成及び記載上の留意事項 

⑴ 業務実施方針書の作成方法 

業務実施方針書の様式は別添（様式８）に示すとおりである。 

様式の大きさは，Ａ４判に限定するが，文字や枠などの大きさ・書体は，

Ａ４判の中に収まる範囲（用紙外側から１ｃｍ以上の空白を確保すること。）

で調整してよい。また，様式中の※印の注意項目は，消去してよい。 

⑵ 記入要領および注意事項 

実施手法，検討フロー，業務体制（資格職の適切な配置等），設計チーム

の特徴，特に重視する設計上の配慮事項，その他の業務実施上の配慮事項を

Ａ４判１枚以内に簡潔に記述する。 

この際に提出者を特定することができる法人名等の内容（一般的に通用し

ている社章，ロゴマーク等を含む。）を記載してはならない。 

⑶ 業務実施方針書の無効 

この実施要領及び別添の様式に示された条件に適合しない業務実施方針

書は無効とする。 

 

６ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

⑴ 技術提案書の作成上の基本事項 

プロポーザルは設計業務における具体的な取組方法について提案を求め

るものであり，成果品の一部（図面等）の作成を求めるものではない。 

具体的な設計業務は，契約後に技術提案書に記載された取組方法を反映し

つつ，発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上，開始することと

なる。 

⑵ 技術提案書の作成方法 

技術提案書の様式は別添（様式９～１１）に示すとおりである。 
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各様式の大きさは，Ａ４判に限定するが，文字や枠などの大きさ・書体は，

Ａ４判の中に収まる範囲（用紙外側から１ｃｍ以上の空白を確保すること。）

で調整してよい。また，各様式中の※印の注意項目は，消去してよい。 

⑶ 記入要領および注意事項 

① 特定課題は次に定めるものとする。 

＜特定課題＞ 

1) 別途実施される軌道詳細設計や道路詳細設計と連携しながら，工事施

工認可申請図書の作成時期など効率的な設計の進め方（段階承認プロセ

スやパラレルワーク等）が具体的に提案されているか。 

2) 別途実施される軌道詳細設計や道路詳細設計と連携しながら，駅前と

いう特性から考慮すべき事項であるバスやタクシーなどの公共交通や

一般車，歩行者等への配慮や環境負荷低減，近接構造物への影響など，

施工計画への配慮について具体的に提案されているか。 

3) 駅前にふさわしい駅前広場全体の空間デザイン検討の進め方が具体

的に提案されているか。また，高架構造物の検討にあたり，コストに配

慮したうえで，駅前広場全体と調和のとれたデザイン（構造や設え等）

の検討の進め方が具体的に提案されているか。 

② 技術提案書の作成に関して特に配慮する事項について 

記載にあたっては次の事項に留意すること。 

1) 特定課題に対する提案は，１提案につきＡ４判１枚以内にまとめるこ

と。 

2) 提出者を特定することができる法人名等の内容（一般的に通用してい

る社章，ロゴマーク等を含む。）を記載してはならない。 

⑷ 技術提案書の無効 

この実施要領及び別添の様式に示された条件に適合しない技術提案書は

無効とする。 

 

７ 地域貢献書の作成及び記載上の留意事項 

⑴ 地域貢献書の作成方法 

地域貢献書の様式は別添（様式１２）に示すとおりである。 

様式の大きさは，Ａ４判に限定するが，文字や枠などの大きさ・書体は，

Ａ４判の中に収まる範囲（用紙外側から１ｃｍ以上の空白を確保すること。）

で調整してよい。また，様式中の※印の注意項目は，消去してよい。 

⑵ 記入要領および注意事項 

業務の内容及び見積金額における市内業者への再委託金額の割合等をＡ

４判１枚以内に簡潔に記述する。 

この際に提出者を特定することができる法人名等の内容（一般的に通用し

ている社章，ロゴマーク等を含む。）を記載してはならない。 

なお，再委託が無ければ空欄とする。 
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⑶ 地域貢献書の無効 

この実施要領及び別添の様式に示された条件に適合しない地域貢献書は

無効とする。 

 

８ 特定するための評価項目，評価の観点及び配点 

評価項目，評価の観点及び配点は，次のとおりである。 

 

              【配点基準】

５＝特に優れている，４＝優れている，３＝普通，２＝やや劣る，１＝劣る

ポイント 配分 配点 評価の観点

配置予定（業務主任）技術者 5 ×1 5

・本業務に対し万全の体制で業務に取組もうとしているか。
・適切な資格職（技術士，RCCM※）が配置されているか。
・工期に対し，業務遂行可能な体制となっているか。
※シビルコンサルティングマネージャー(民間資格)

配置予定（照査）技術者 5 ×1 5

・本業務に対し万全の体制で業務に取組もうとしているか。
・適切な資格職（技術士，RCCM※）が配置されているか。
・工期に対し，業務遂行可能な体制となっているか。
※シビルコンサルティングマネージャー(民間資格)

業
務
実
績

業務実績 5 ×2 10

・本業務を遂行するにあたり，十分な実績を有しているか。
・技術力や独自性の高い業務実績があるか。

実
施
方
針

実施方針 5 ×3 15

・本業務の目的や業務内容を的確に理解しているか。
・社会環境の変化や関連計画との連携など総合的な視点でとらえているか。
・実施手法，検討フローに創意工夫が見られ，妥当や実現性があるか。

特定課題①

効率的な設計の進め方
5 ×2 10

・別途実施される軌道詳細設計や道路詳細設計と連携しながら，工事施工認可申請
図書の作成時期など効率的な設計の進め方（段階承認プロセスやパラレルワーク
等）が具体的に提案されているか。

特定課題②

施工計画への配慮
5 ×3 15

・別途実施される軌道詳細設計や道路詳細設計と連携しながら，駅前という特性か
ら考慮すべき事項であるバス・タクシーなどの公共交通や一般車，歩行者等への配
慮や環境負荷低減，近接構造物への影響など，施工計画への配慮について具体的に
提案されているか。

特定課題③

駅前広場の空間デザイン検
討の進め方

5 ×4 20

・駅前にふさわしい駅前広場全体の空間デザイン検討の進め方が具体的に提案され
ているか。
・高架構造物の検討にあたり，コストに配慮したうえで，駅前広場全体と調和のと
れたデザイン（構造や設え等）の検討の進め方が具体的に提案されているか。

5 ×2 10

・業務への強い意欲が見られるか。
・提案内容をわかりやすく説明しているか。
・知識，経験に裏付けられた説得力があるか。
・質問に対する応答が明快かつ迅速であるか。

- - 10 １０点×最低見積業者価格/業者見積価格（小数点第２位四捨五入）

- - 5

・代表構成員が市内業者：5点
・構成員（市内設計者）の出資比率割合が20%以上：3点
・構成員（市内設計者）の出資比率割合が10%以上20%未満：2点
・構成員（市内設計者）の出資比率割合が10%未満：1点

「ＪＲ宇都宮駅西口駅前広場橋梁等詳細設計者選定プロポーザル」評価表

評価項目

業
務
体
制

合計 (105点満点)

価格評価点数

地域経済貢献度

技
術
提
案

ヒアリング
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９ 審査書類の提出方法，提出先，提出期限 

⑴ 提出方法 

以下の審査書類を持参又は郵送（一般書留・簡易書留郵便に限り認め，提

出期限までに必着すること。）で提出すること。 

提出にあたっては，クリップ留めとする。（製本，ホチキス留め等は行わ

ないこと。）これ以外での提出は無効とする。 

・審査書類（業務実績報告書，業務実施方針書，技術提案書，地域貢献書） 

・・・１５部 

・審査書類の電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）    ・・・ １部 

※Microsoft Word，Excel，PowerPoint で作成した電子データを提出す

ること。 

・見積書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

 ※ 様式は任意とする。 

 ※ 技術提案書とは別に作成し，見積内訳を添付すること。 

 ※ 記載する金額は，消費税別に記載し合計金額を明示すること。 

⑵ 提出先 

２に定める事務局 

⑶ 提出期限 

令和８年６月１９日（金） 正午まで 

⑷ その他 

要求した内容以外の書類等については受理しない。 

 

10 プレゼンテーション及びヒアリング審査 

⑴ 次のとおりプレゼンテーション及びヒアリング審査を行う。 

① 実施場所 

宇都宮市役所庁舎内（会場は審査参加者に対し，別途通知する。） 

② 実施日時 

令和８年６月２４日（水）予定 

（確定した日時は審査参加者に対し，別途通知する。） 

③ 実施内容 

「ＪＲ宇都宮駅西口駅前広場橋梁等詳細設計業務」に係る審査委員会設

置要領に基づき設置する審査委員会（以下「審査委員会」という。）にお

いて，既に提出した審査書類の内容について，参加対象者が口頭で説明し

た後，同委員の質疑に回答する。 

④ 実施時間 

説 明： 約２０分間程度 

質 疑： 約１０分間程度 

⑤ 出席者 

設計共同体の代表者から，当該業務に予定する業務主任技術者，照査技

術者，機器設置等の補助者１名で計３名とする。 
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なお，原則として指定された者以外の者の出席は認めない。 

⑵ プレゼンテーションにおいては，提出した審査書類の説明を基本とするが，

パワーポイントを使用したプレゼンテーションは可能とする。 

なお，プレゼンテーション会場に，大型モニタ（65型）１台，HDMIケーブ

ルを本市で用意する。 

⑶ プレゼンテーションに際して，パソコン等の持込機材には特に制限はない

が，提出した審査書類の内容のみとし，各社で用意したパソコン（パワーポ

イント等のソフト入り）を用いて説明すること。 

⑷ パソコン等の準備は，ヒアリング間の調整時間である５分以内に行うこと。 

⑸ ヒアリングに出席しない場合は受託意思がないものとみなし，原則として

特定しない。ただし，交通機関の事故等の理由で出席できないと判断される

場合はこの限りではないので，該当する場合はその旨を理由と共に２に定め

る事務局のE-mail宛てに報告すること。 

 

11 非特定理由に関する事項 

⑴ 非特定者に対しては，特定されなかった旨について，書面（非特定通知書）

をもって，宇都宮市長から通知する。 

⑵ 上記（1）の通知を受けた者は，通知日の翌日から起算して５日（土，日

曜日を除く。）以内に書面（書式自由。ただしＡ４判とする。）により，宇都

宮市長に対して非特定理由について説明を求めることができる。 

⑶ 上記（2）の回答は，説明を求めることができる最終日の翌日から起算し

て５日（土，日曜日を除く。）以内に書面により行う。 

⑷ 審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

⑸ 非特定理由の説明書請求の受付場所，受付時間及び受付方法は次のとおり

である。 

① 受付場所 

２に定める事務所 

② 受付時間 

午前９時００分～午後５時００分まで 

③ 受付方法 

文書（書式自由，ただしＡ４判とする。）により持参又は郵送（一般書

留・簡易書留郵便に限り認め，提出期限までに必着すること。）で提出す

ること。 

なお，文書には回答を受ける担当窓口の部署，氏名，電話及びＦＡＸ番

号を併記するものとする。 
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12 その他の留意事項 

⑴ 本手続及び本業務において使用する言語は日本語，通貨は日本円，単位は

日本の標準時及び計量法によるものとする。 

⑵ 提出期限までに参加申込書類を提出しない者及び，審査書類等の提出者に

選定された旨の通知を受けなかった者は，審査書類等を提出できない。 

⑶ 本提案にかかる費用は，すべて提案者の負担とする。 

⑷ 提出書類に虚偽の記載をした場合には，参加資格を無効とするとともに，

虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

⑸ 提出書類等に記載された内容については，原則として提出後の内容変更を

認めない。また，配置予定技術者は，原則として変更できない。 

⑹ 提出書類の取扱いについて 

① 提出書類は，発注者の了解なく公表，使用してはならない。 

② 提出書類は，返却しないものとする。 

③ 提出書類は，特定を行う作業に必要な範囲において，複製を作成するこ

とがある。 

④ 提出書類は，宇都宮市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には

対象文書として同条例に基づく手続きを行うものとする。 

なお，事業を営むうえで，競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益

を害すると認められる情報は同条例第７条第３号の規程により非開示とな

るため，提出書類の該当部分と非開示とする具体的な理由を様式１２により

提出すること。 

開示・非開示の判断は（様式１３）に基づき行うものではなく，（様式１

３）を参考に，同条例に基づき市が客観的に判断する。 

【情報公開請求の手続き】 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/johokokai/gyoseikokai/10

10411.html 

宇都宮市情報公開条例については，「宇都宮市例規類集」から閲覧可能。 

 

13 実施要領の内容についての質問の受付および回答 

質問は下記の⑴～⑶に従い，質問書（様式１４）により持参，郵送（一般書

留・簡易書留郵便に限り認め，提出期限までに必着すること。），Ｅ－mail の

いずれの方法でも可能とする。 

なお，質問書には回答を受ける担当窓口の部署，氏名，電話及びメールアド

レスを併記するものとする。 

⑴ 質問の受付担当課 

２に定める事務局 

⑵ 質問の受付期間 

  公募の開始から令和８年６月５日（金） 正午まで 

⑶ 回答方法 

 回答は質問者に電子メールで通知する。 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/johokokai/gyoseikokai/1010411.html
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/johokokai/gyoseikokai/1010411.html
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14 プロポーザル実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロポーザル実施の公告 

参加申込書類，質問書の受領 

審査書類の提出要請 

ヒアリング審査 

書類審査 

審査書類の受領 

設計者の特定 

契約の手続き 

令和８年７月上旬 

提出書類の内容及びヒアリング審査

の結果等を踏まえ、設計者を特定。 

参加申込書類，質問書の提出期限 
令和８年６月５日 

令和８年５月２６日 

審査書類の提出期限 
令和８年６月１９日 
 

令和８年６月２４日予定（確定次第，別途通知） 

宇都宮市役所庁舎内 

プレゼンテーション，ヒアリング審査を実施 

令和８年６月１９日 

提出書類を審査 


